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(57)【要約】
【課題】検出感度を大きくした慣性力センサを提供する
ことを目的としている。
【解決手段】加速度検出部と角速度検出部を有する検出
素子１を備え、この検出素子１は、第１アーム８を第２
アーム１０に略直交方向に連結した２つの直交アームを
有し、２つの第１アーム８の一端が支持部１２にて支持
され、２つの第１アーム８の他端が枠体部４に連結され
、第２アーム１０の先端部に錘部２が固定され、枠体部
４は固定アーム１１にて固定部７と連結され、第１アー
ム８および固定アーム１１の厚みを第２アーム１０や錘
部２の厚みよりも非常に薄く形成し、かつ、第１アーム
８と固定アーム１１とは互いに直交方向に配置した構成
である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
加速度検出部を有する検出素子を備え、
前記検出素子は、第１連結部を介して錘部を連結し、前記錘部を内方に配置した枠体部と
、前記錘部と対向させた対向基板と、前記錘部と前記対向基板の各々の対向面に配置した
対向電極とを有し、前記加速度検出部では、前記錘部と前記対向基板の各々の対向面に配
置した対向電極間の静電容量変化を検出して加速度を検出しており、
第２連結部を介して前記枠体部を連結した固定部を設けるとともに前記固定部にて実装基
板に実装し、かつ、前記第１連結部と前記第２連結部とは互いに直交方向に配置するとと
もに前記第１連結部の厚みおよび前記第２連結部の厚みを前記錘部の厚みよりも薄くした
慣性力センサ。
【請求項２】
前記固定部は、前記枠体部を内方とする枠体形状とした請求項１記載の慣性力センサ。
【請求項３】
前記検出素子は、対称形状とした請求項１記載の慣性力センサ。
【請求項４】
前記検出素子に角速度検出部を設け、
前記検出素子は、第１アームを第２アームに直交方向に連結して形成した２つの直交アー
ムと、２つの前記第１アームを支持した支持部とを有し、前記第１アームを前記第１連結
部とするとともに前記第２アームの先端部に前記錘部を連結しており、前記角速度検出部
では、前記錘部を駆動振動させ、コリオリ力に起因した前記検出素子の状態変化を検出し
て角速度を検出する請求項１記載の慣性力センサ。
【請求項５】
前記第２アームを対向するまで折曲し、前記第２アームの状態変化を検出して角速度を検
出する請求項４記載の慣性力センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空機、自動車、ロボット、船舶、車両等の移動体の姿勢制御やナビゲーシ
ョン等、各種電子機器に用いるセンサに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　以下、従来の慣性力センサの一つである加速度センサについて説明する。
【０００３】
　図９は従来の加速度センサの検出素子の平面図、図１０は同検出素子のＡ－Ａ断面図、
図１１は同検出素子のＢ－Ｂ断面図である。
【０００４】
　図９～図１１において、従来の加速度センサは、加速度を検出する検出素子５１と、こ
の検出素子５１から出力される加速度信号を演算処理して加速度を検出する処理回路（図
示せず）を備えている。この検出素子５１は、錘部５２を支持した支持部５４と、可撓部
５６を介して支持部５４と連結された固定部５８とを有しており、この固定部５８によっ
て検出素子５１が実装基板に実装されている。
【０００５】
　また、可撓部５６はアーム形状であって、この可撓部５６は支持部５４を中心にして十
字状に配置し、一対の可撓部５６と支持部５４とが同一直線上に配置されるようにしてい
る。
【０００６】
　可撓部５６には歪抵抗素子５８を設けており、錘部５２の可動に起因して撓む可撓部５
６の状態変化に基づき、歪抵抗素子５８の抵抗値変化を加速度信号として出力している。
【０００７】
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　次に、加速度の検出について説明する。
【０００８】
　互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸において、Ｘ軸方向とＹ軸方向に十字状のアームから
なる可撓部５６を配置した場合、例えば、Ｘ軸方向に加速度が生じると、錘部５２が加速
度の生じた軸方向に移動しようとするために、Ｘ軸方向に配置された２つの可撓部５６の
内、一方の可撓部５６にはＺ軸の正の方向に撓みが発生し、他方の可撓部５６にはＺ軸の
負の方向に撓みが発生する（支持部５４を中心にして、錘部５２がＺ軸方向に回転しよう
として撓みが発生する）。そうすると、２つの可撓部５６に設けた２つの歪抵抗素子５８
も、可撓部５６の撓みに応じてＺ軸の正負の方向に撓むので、歪抵抗素子５８の抵抗値が
変化する。この抵抗値変化を加速度信号として出力して加速度を検出するものである。
【０００９】
　このような加速度センサを検出したい検出軸に対応させて、車両等の移動体の姿勢制御
装置やナビゲーション装置等に用いている。
【００１０】
　なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献１が知
られている。
【特許文献１】特開平１０－４８２４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記構成では、アーム形状の可撓部５６が、支持部５４を中心にして、十字状に配置さ
れているので、加速度が生じた軸方向に配置されている可撓部５６によって、錘部５２の
移動が規制される。Ｘ軸方向に配置された２つの可撓部５６の内、一方の可撓部５６には
Ｚ軸の正の方向に撓みが発生し、他方の可撓部５６にはＺ軸の負の方向に撓みが発生する
。
【００１２】
　このとき、図９において、Ｘ軸方向へ加速度が生じた場合、錘部５２がＸ軸方向に移動
しようとするが、Ｘ軸方向に配置された可撓部５６によって、錘部５２の移動が規制され
る。この規制によって、錘部５２は支持部５４を中心にしてＺ軸方向に回転しようとする
ため、可撓部５６に撓みが生じるが、この撓み量は小さく歪抵抗素子５８の抵抗値変化も
小さいものであり、検出感度が小さいという問題点を有していた。
【００１３】
　本発明は上記問題点を解決するもので、検出感度を大きくした慣性力センサを提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために本発明は、特に、検出素子は、第１連結部を介して錘部を連
結し、前記錘部を内方に配置した枠体部と、前記錘部と対向させた対向基板と、前記錘部
と前記対向基板の各々の対向面に配置した対向電極とを有し、前記加速度検出部では、前
記錘部と前記対向基板の各々の対向面に配置した対向電極間の静電容量変化を検出して加
速度を検出しており、第２連結部を介して前記枠体部を連結した固定部を設けるとともに
前記固定部にて実装基板に実装し、かつ、前記第１連結部と前記第２連結部とは互いに直
交方向に配置するとともに前記第１連結部の厚みおよび前記第２連結部の厚みを前記錘部
の厚みよりも薄くした構成である。
【発明の効果】
【００１５】
　上記構成により、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸において、例えば、Ｘ軸方向に第１
連結部を配置しＹ軸方向に第２連結部を配置した場合、Ｙ軸方向に加速度が生じると、第
１連結部を中心軸にして錘部はＸ軸周りに回転しようとするため、錘部と対向基板の対向
電極間の静電容量が変化する。錘部がＸ軸周りに回転するのは、第１連結部の厚みが錘部
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の厚みよりも薄いので、Ｚ軸方向における錘部の重心位置と第１連結部の重心位置がずれ
、錘部の重心が第１連結部の周りを回転しようとして、第１連結部がねじれることに起因
する。この第１連結部のねじれは、加速度が生じれば容易に発生するので、対向電極間の
静電容量の変化も生じやすく、検出感度を向上できるものである。
【００１６】
　また、Ｘ軸方向に加速度が生じると、第１連結部と直交方向に配置した第２連結部を中
心軸にして、錘部はＹ軸周りに回転しようとするため、錘部と対向基板の対向電極間の静
電容量が変化する。錘部がＹ軸周りに回転するのは、第２連結部の厚みが錘部の厚みより
も薄いので、Ｚ軸方向における錘部の重心位置と第２連結部の重心位置がずれ、錘部の重
心が第２連結部の周りを回転しようとして、第２連結部がねじれることに起因する。この
第２連結部のねじれは、加速度が生じれば容易に発生するので、対向電極間の静電容量の
変化も生じやすく、検出感度を向上できるものである。
【００１７】
　特に、Ｘ軸方向とＹ軸方向の加速度を検出するにあたって、Ｙ軸方向の加速度は第１連
結部を中心軸にして錘部がＸ軸周りに回転することにより検出され、Ｘ軸方向の加速度は
第２連結部を中心軸にして錘部がＹ軸周りに回転することにより検出され、各々、独立し
て検出することができ、検出低下を抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　（実施の形態１）
　図１は本発明の第１の実施の形態における複合センサの検出素子の分解斜視図、図２は
図１のＡ－Ａ断面図、図３は図１のＢ－Ｂ断面図である。
【００１９】
　図１において、本発明の第１の実施の形態における複合センサは、加速度検出部と角速
度検出部を有する検出素子１を備え、この検出素子１は、第１連結部を介して錘部２を連
結するとともに内方に配置した枠体形状の枠体部４と、錘部２と対向させた対向基板６と
、第２連結部を介して枠体部４を連結するとともに内方に配置し、実装基板に固定するた
めの枠体形状の固定部７を有する。
【００２０】
　具体的には、第１アーム８を第２アーム１０に略直交方向に連結した２つの直交アーム
を有し、２つの第１アーム８の一端が支持部１２にて支持され、２つの第１アーム８の他
端が枠体部４に連結されている。第２アーム１０は第２アーム１０自身と対向するまでＵ
字状に折曲され、折曲された第２アーム１０の先端部に錘部２が連結されている。第１ア
ーム８と支持部１２とは略同一直線上に配置され、第１アーム８および第２アーム１０は
検出素子１の中心に対して対称配置されている。
【００２１】
　また、枠体部４は固定アーム１１にて固定部７と連結されており、第１アーム８が第１
連結部に相当し、固定アーム１１が第２連結部に相当する。第１アーム８および固定アー
ム１１の厚みは第２アーム１０や錘部２の厚みよりも非常に薄く形成しており、かつ、第
１アーム８と固定アーム１１とは互いに直交方向に配置している。
【００２２】
　さらに、錘部２に対向させて対向基板６を配置し、錘部２と対向基板６の各々の対向面
には、第１対向電極～第４対向電極１４、１６、１８、２０を配置している。さらに、互
いに対向する一方の２つの第２アーム１０には錘部２を駆動振動させる駆動電極２２およ
びその駆動を検知する検知電極２４を配置するとともに、互いに対向する他方の２つの第
２アーム１０には、第２アーム１０の歪を感知する第１感知電極２６、第２感知電極２８
を配置している。これらの電極の内、少なくとも、駆動電極２２、検知電極２４、第１感
知電極２６、第２感知電極２８は、圧電層を介在させた上部電極と下部電極とからなる。
【００２３】
　そして、これら第１対向電極～第４対向電極１４、１６、１８、２０、駆動電極２２、
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検知電極２４、第１、第２感知電極２６、２８からは信号線（図示せず）が枠体部４まで
引き出され、この信号線の端部にてワイヤーボンディング等を介して実装基板の配線パタ
ーンに電気的に接続される。
【００２４】
　次に、角速度検出部および加速度検出部について説明する。
【００２５】
　まず、角速度検出部について説明する。図４に示すように、互いに直交したＸ軸、Ｙ軸
、Ｚ軸において、検出素子１の第１アーム８をＸ軸方向に配置して、第２アーム１０をＹ
軸方向に配置した場合、駆動電極２２に共振周波数の交流電圧を印加すると、駆動電極２
２が配置された第２アーム１０を起点に第２アーム１０が駆動振動し、それに伴って錘部
２も第２アーム１０の対向方向（実線の矢印と点線の矢印で記した駆動振動方向）に駆動
振動する。また、４つの第２アーム１０および４つの錘部２の全てが同調して第２アーム
１０の対向方向（駆動信号方向）に駆動振動する。この検出素子１における駆動振動方向
はＸ軸方向となる。
【００２６】
　このとき、例えば、Ｚ軸の左周りに角速度が生じた場合は、錘部２の駆動振動と同調し
て、錘部２に対して駆動振動方向と直交した方向（実線の矢印と点線の矢印で記したコリ
オリ方向（Ｙ軸方向））にコリオリ力が発生するので、第２アーム１０にＺ軸の左周りの
角速度に起因した歪を発生させることができる。すなわち、コリオリ力に起因して撓むこ
の第２アーム１０の状態変化（第２アーム１０に発生した歪）によって、第１、第２感知
電極２６、２８から電圧が出力され、この出力電圧に基づき角速度が検出される。
【００２７】
　次に、加速度検出部について説明する。
【００２８】
　まず、Ｘ軸方向の加速度について説明する。図１、図５に示すように、互いに直交する
Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸において、対向基板６をＸＹ平面に配置した場合、加速度が発生してい
なければ、対向基板６と錘部２の対向面の第１対向電極１４の対向距離（Ｈ１）と、対向
基板６と錘部２との対向面の第２対向電極１６の対向距離（Ｈ２）は等しい、図示してい
ないが、第３対向電極１８の対向距離と第４対向電極２０の対向距離も等しくなる。
【００２９】
　このとき、例えば、Ｘ軸方向に加速度が生じた場合、図１、図６に示すように、錘部２
はＹ軸方向に配置された第２アーム１０を中心軸にしてＹ軸周りに回転しようとする。こ
の結果、対向基板６と錘部２の対向面の第１対向電極１４の対向距離（Ｈ１）が小さくな
り、対向基板６と錘部２との対向面の第２対向電極１６の対向距離（Ｈ２）が大きくなる
。第３対向電極１８の対向距離と第４対向電極２０の対向距離も同様である。
【００３０】
　次に、Ｙ軸方向の加速度について説明する。図１、図７に示すように、互いに直交する
Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸において、対向基板６をＸＹ平面に配置した場合、加速度が発生してい
なければ、対向基板６と錘部２の対向面の第１対向電極１４の対向距離（Ｈ１）と、対向
基板６と錘部２との対向面の第３対向電極１８の対向距離（Ｈ２）は等しい、図示してい
ないが、第２対向電極１６の対向距離と第４対向電極２０の対向距離も等しくなる。
【００３１】
　このとき、Ｙ軸方向に加速度が生じた場合、図１、図８に示すように、錘部２はＸ軸方
向に配置された第１連結部の第１アーム８を中心軸にしてＸ軸周りに回転しようとするた
め、例えば、第３、第４対向電極１８、２０の対向距離が大きくなり、第１、第２対向電
極１４、１６の対向距離が小さくなる。
【００３２】
　すなわち、各々の電極間の静電容量が変化するので、この静電容量の変化に基づいてＸ
軸方向またはＹ軸方向の加速度を検出するものである。
【００３３】
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　上記構成により、加速度検出部によって、錘部２と対向基板６の各々の対向面に配置し
た第１対向電極～第４対向電極１４、１６、１８、２０の静電容量を検出して加速度を検
出し、角速度検出部によって、コリオリ力に起因して撓む可撓部の状態変化を第１、第２
感知電極２６、２８で検出し、一つの検出素子１で加速度と角速度を検出できるので、実
装面積を低減して小型化を図れる。
【００３４】
　また、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸において、例えば、Ｘ軸方向に第１連結部を配
置しＹ軸方向に第２連結部を配置した場合、Ｙ軸方向に加速度が生じると、第１連結部を
中心軸にして錘部２はＸ軸周りに回転しようとするため、錘部２と対向基板６の対向電極
間の静電容量が変化する。錘部２がＸ軸周りに回転するのは、第１連結部の厚みが錘部２
の厚みよりも薄いので、Ｚ軸方向における錘部の重心位置と第１連結部の重心位置がずれ
、錘部２の重心が第１連結部の周りを回転しようとして、第１連結部がねじれることに起
因する。この第１連結部のねじれは、加速度が生じれば容易に発生するので、対向電極間
の静電容量の変化も生じやすく、検出感度を向上できるものである。
【００３５】
　さらに、Ｘ軸方向に加速度が生じると、第１連結部と直交方向に配置した第２連結部を
中心軸にして、錘部２はＹ軸周りに回転しようとするため、錘部２と対向基板６の対向電
極間の静電容量が変化する。上記と同様に、錘部２がＹ軸周りに回転するのは、第２連結
部の厚みが錘部２の厚みよりも薄いので、Ｚ軸方向における錘部２の重心位置と第２連結
部の重心位置がずれ、錘部２の重心が第２連結部の周りを回転しようとして、第２連結部
がねじれることに起因する。この第２連結部のねじれは、加速度が生じれば容易に発生す
るので、対向電極間の静電容量の変化も生じやすく、検出感度を向上できるものである。
　
【００３６】
　特に、Ｘ軸方向とＹ軸方向の加速度を検出するにあたって、Ｙ軸方向の加速度は第１連
結部を中心軸にして錘部２がＸ軸周りに回転することにより検出され、Ｘ軸方向の加速度
は第２連結部を中心軸にして錘部２がＹ軸周りに回転することにより検出され、各々、独
立して検出することができるので、検出低下を抑制できる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明に係る慣性力センサは、検出感度を向上できるので、各種電子機器に適用できる
ものである。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の第１の実施の形態における複合センサの検出素子の分解斜視図
【図２】図１のＡ－Ａ断面図
【図３】図１のＢ－Ｂ断面図
【図４】角速度検出時における同検出素子の動作状態図
【図５】対向基板配置時のＡ－Ａ断面図
【図６】Ｘ軸方向の加速度検出時における同検出素子の動作状態図
【図７】対向基板配置時のＢ－Ｂ断面図
【図８】Ｙ軸方向の加速度検出時における同検出素子の動作状態図
【図９】従来の検出素子の平面図
【図１０】図９のＡ－Ａ断面図
【図１１】図９のＢ－Ｂ断面図
【符号の説明】
【００３９】
　１　検出素子
　２　錘部
　４　枠体部
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　６　対向基板
　７　固定部
　８　第１アーム
　１０　第２アーム
　１１　固定アーム
　１２　支持部
　１４　第１対向電極
　１６　第２対向電極
　１８　第３対向電極
　２０　第４対向電極
　２２　駆動電極
　２４　検知電極
　２６　第１感知電極
　２８　第２感知電極

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(9) JP 2008-232704 A 2008.10.2

フロントページの続き

(72)発明者  大内　智
            大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニックエレクトロニックデバイス株式会社内
Ｆターム(参考) 2F105 AA02  AA03  BB02  CC04  CD02  CD05 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

